
JP 2010-28891 A 2010.2.4

10

(57)【要約】
【課題】表示シールでも表示プレートでも対応可能な分
電盤の負荷名称表示装置を提供する。
【解決手段】複数並設した分岐ブレーカの操作部を露出
する分岐開口部１１を複数備えた分電盤用カバー１にお
いて、隣り合う分岐開口部１１の間に形成した中間板部
１２の表面を分岐ブレーカの負荷名称表示部１２ａに形
成して、該負荷名称表示部１２ａを前記中間板部１２の
両側に係止して取り付けた透明カバー５により覆う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数並設した分岐ブレーカの操作部を露出する分岐開口部を複数備えた分電盤用カバーに
おいて、隣り合う分岐開口部の間に形成した中間板部の表面を分岐ブレーカの負荷名称表
示部に形成して、該負荷名称表示部を前記中間板部の両側に係止して取り付けた透明カバ
ーにより覆うものとした分電盤の負荷名称表示装置。
【請求項２】
透明カバーは分岐開口部の幅方向全体に渡る長さとして、透明カバーの端部は分岐開口部
の端部と当接したことを特徴とする請求項１に記載の分電盤の負荷名称表示装置。
【請求項３】
透明カバーを中間板部の両側に係止して取り付ける手段を、中間板部の両側端部に多数形
成した放熱孔の一部に透明カバーに設けた爪部を係脱させたものとした請求項１又は２に
記載の分電盤の負荷名称表示装置。
【請求項４】
透明カバーの両端部を爪部箇所を除き放熱孔を避けて形成した請求項３に記載の分電盤の
負荷名称表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分電盤の分岐ブレーカの配線箇所を表示するための分電盤の負荷名称表示装
置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の分電盤の負荷名称表示装置としては、分電盤の負荷名称表示部に表示シールを貼
り付けするもの、負荷名称表示部に表示プレート等を添装したうえ透明保護カバーで覆っ
て取り付けたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ところが、前記した表示プレートによるものにあっては、表示プレートを保持するため
の取付部材が表示部の表面に設けてあるため、これに表示シールにて負荷名称を表示させ
ると、取付部材が目立ってしまい見苦しいという問題がある。また、表示シールを貼り付
けるものにあっては、表示プレートの取り付ける配慮がされていないものであるため表示
プレートにより表示させることができないという問題がある。
【特許文献１】特開２００６－０５０８９９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は前記のような問題を解決するためになされたもので、表示シールでも表示プレ
ートでも対応可能な分電盤の負荷名称表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の分電盤の負荷名称表示装置は、複数並設した分岐ブレーカの操作部を露出する
分岐開口部を複数備えた分電盤用カバーにおいて、隣り合う分岐開口部の間に形成した中
間板部の表面を分岐ブレーカの負荷名称表示部に形成して、該負荷名称表示部を前記中間
板部の両側に係止して取り付けた透明カバーにより覆うものとしたことを特徴とするもの
を基本の発明とする。
【０００６】
　そして、この発明において、透明カバーは分岐開口部の幅方向全体に渡る長さとして、
透明カバーの端部は分岐開口部の端部と当接したことが好ましく、透明カバーを中間板部
の両側に係止して取り付ける手段を、中間板部の両側端部に多数形成した放熱孔の一部に
透明カバーに設けた爪部を係脱させたものとすることが好ましいものである。また、この
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ような構成において透明カバーの端部を爪部箇所を除き放熱孔を避けて形成することが好
ましい。
【発明の効果】
【０００７】
　前記した本発明の分電盤の負荷名称表示装置は、分電盤用カバーの隣り合う分岐開口部
の間に形成した中間板部の表面に形成した分岐ブレーカの負荷名称表示部に分岐ブレーカ
の負荷側の配線箇所を表示して使用するものである。その場合に、工場出荷時には負荷名
称表示部に無記名の負荷名称シールを貼って出荷する。そして、施工業者は分電盤を現場
に設置した後に具体的な負荷側の配線箇所の名称を書き込んでいくものである。なお、各
戸の間取りが一定の集合住宅に設置するものにおいては工場出荷段階から負荷名称シール
に予め負荷名称を印字しておいてもよいものである。そして、負荷名称表示部を覆う透明
カバーは前記中間板部の両側に係止して取り付けたものであるので、負荷名称表示部に該
透明カバーを取り付けるための取付用係止部を不要とするので美感を損なうこともないも
のである。
【０００８】
　また、透明カバーを分岐開口部の幅方向全体に渡る長さとすることにより、透明カバー
の端部は分岐開口部の端部と当接し、透明カバーが幅方向にずれることなく位置決めされ
るものである。
【０００９】
　また、本発明においては、前記したとおり負荷名称表示部は前記中間板部の両側に係止
して取り付けた透明カバーにより覆うものとしているので、レイアウト変更により印字さ
れた名称を変更する場合には、配線工事を済ませた後パソコン等にて作成した負荷名称表
示プレートを負荷名称表示部に貼付した負荷名称シールの上に添装して透明カバーにより
覆えば負荷名称表示プレートは該透明カバーにより保持されることとなる。
【００１０】
　また、透明カバーを中間板部の両側に係止して取り付ける手段を、中間板部の両側端部
に多数形成した放熱孔の一部に透明カバーに設けた爪部を係脱させたものとすると、中間
板部の両側端部に放熱孔を多数形成した負荷名称シールを貼る既存の分電盤用カバーに透
明カバーを用意することにより対応できるものである。
【００１１】
　さらに、このような構成において透明カバーの端部を爪部箇所を除き放熱孔を避けて形
成することにより、透明カバーが放熱孔を塞ぐ箇所が爪部を係止する放熱孔に限定されて
放熱効果を損なうことを最小限とすることができ好ましいものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明の好ましい実施の形態を図に基づいて説明する。
　図１は本発明の分電盤の負荷名称表示装置を備えた分電盤を示すものである。この図１
において、１は分電盤本体２に搭載した主幹ブレーカ３、分岐ブレーカ４の導電部を絶縁
被覆して操作部を露出させる分電盤用カバーである。この分電盤用カバー１は複数並設し
た分岐ブレーカ４の操作部４ａを露出する分岐開口部１１を上下に備えたものである。そ
して、該分電盤用カバー１は隣り合う分岐開口部１１、１１の間に形成した中間板部１２
の表面を分岐ブレーカの負荷名称表示部１２ａに形成している。なお、図示の分電盤用カ
バー１は主幹用カバーと分岐用カバーに分割して形成して、分岐数の異なる分電盤に主幹
用カバーを共通部品で対応できる構成としているが一体であってもよいことは勿論である
。
【００１３】
　５は前記した負荷名称表示部１２ａを覆う略コ字状の断面形状の透明カバーであり、該
透明カバー５はコ字状の両先端部を前記中間板部１２の両側に係止して取り付けたもので
ある。すなわち、中間板部１２の両側端部に分岐ブレーカに対応した個数分の放熱孔１２
１の一部に透明カバー５のコ字状の両先端部に設けた爪部５１を係脱させたものとしてい
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る。
【００１４】
　この場合に透明カバー５のコ字状の両先端部の爪部５１以外の部分を浅く折り曲げて放
熱孔１２１を避けるような構造として、透明カバー５が放熱孔１２１を塞ぐ箇所が爪部を
係止する放熱孔１２１に限定して放熱効果を損なうことを最小限とすることができる。こ
のように中間板部１２の両側端部に多数形成した放熱孔１２１の一部に透明カバー５に設
けた爪部５１を係脱させたものとすると、中間板部１２の両側端部に放熱孔１２１を多数
形成した負荷名称シールを貼る既存の分電盤用カバー１に透明カバー５を用意することに
より対応できるものである。
【００１５】
　なお、放熱孔１２１を中間板部１２の両側端部に形成していなものにあっては、爪部５
１を係止できる切り欠きを設けたものであってもよい。また、透明カバー５の端部を爪部
５１のみを突出させ、爪部５１以外は放熱孔１２を避けた位置で折り曲げて放熱性を確保
したものであってもよい。
【００１６】
　なお、前記中間板部１２の分岐開口部１１側である外側端部は内向きに折曲形成されて
、折曲部下側に放熱孔１２１を形成したものである。
　また、図示の分電盤は横長のものであるから、分電盤用カバー１の分岐開口部１１、１
１を上下に配置したものであるが、縦長の分電盤においては分電盤用カバー１の分岐開口
部１１、１１を左右に配置されたものであってもよい。
【００１７】
　このように構成されたものは、分電盤用カバー１の隣り合う分岐開口部１１、１１の間
に形成した中間板部１２の表面に形成した分岐ブレーカ１２の負荷名称表示部１２ａに分
岐ブレーカ４の負荷側の配線箇所を表示して使用するものである。
【００１８】
　この場合に、工場出荷時には負荷名称表示部１２ａに無記名の負荷名称シールを貼って
出荷する。そして、施工業者は分電盤を現場に設置した後に具体的な負荷側の配線箇所の
名称である台所、洗面所、居間、和室、廊下、玄関等を具体的に書き込んでいくものであ
る。なお、各戸の間取りが一定の集合住宅に設置するものにおいては工場出荷段階から負
荷名称シールに予め負荷名称を印字しておいてもよいものである。
【００１９】
　そして、負荷名称表示部１２ａを覆う略コ字状の断面形状の透明カバー５は前記中間板
部１２の両側にコ字状の両先端部を係止して取り付けたもので、負荷名称表示部１２ａに
該透明カバー５を取り付け保持するための取付用係止部を不要とするので美感を損なうこ
ともないものである。
【００２０】
　また、前記したとおり負荷名称表示部１２ａは前記中間板部１２の両側に着脱可能とし
た透明カバー５により覆うものとしているので、レイアウト変更により既に印字された名
称を変更する場合には、配線工事を済ませた後パソコン等にて作成した負荷名称表示プレ
ート６を負荷名称表示部１２に貼付した負荷名称シールの上に添装して透明カバー５によ
り覆えば負荷名称表示プレート６は該透明カバー５により保持さることとなる。
　なお、透明カバー５の長手方向の端部の少なくとも一方には、負荷名称表示プレート６
を取り出すための円弧状の切欠き５２を設けておくことが好ましい。
【００２１】
　また、透明カバー５を分岐開口部１１、１１の幅方向全体に渡る長さとし、透明カバー
５の端部は分岐開口部の端部１１ａ、１１ａと当接し、透明カバー５に放熱孔１２１に対
応する爪部５１を設けなくても幅方向にずれることなく位置決めされるものである。
【００２２】
　このように本発明は、負荷名称表示として負荷名称シールと負荷名称表示プレート６の
何れも美感を損なうことなく使用することができるものである。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明を使用した分電盤を示す斜視図。
【図２】本発明の実施形態を示す斜視図。
【図３】本発明の実施形態を分解して示す平面図。
【図４】本発明の実施形態を分解して示す斜視図。
【図５】本発明の実施形態の要部を示す斜視図。
【図６】本発明の実施形態に使用する分電盤用カバーを示した図であり、（Ａ）は正面図
、（Ｂ）は断面図。
【図７】本発明の実施形態に使用する透明カバーを正面側から示す斜視図。
【図８】本発明の実施形態に使用する透明カバーを背面側から示す斜視図。
【図９】本発明の実施形態に使用する透明カバーの爪部を示す斜視図。
【符号の説明】
【００２４】
１　分電盤用カバー
11　分岐開口部
11a 端部
12　中間板部
121　放熱孔
12a　負荷名称表示部
５　透明カバー
51　爪部
52　切欠き
 

【図１】 【図２】

【図３】



(6) JP 2010-28891 A 2010.2.4

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

